
鹿屋市地域包括支援センター管理規則の一部を改正する規則 

鹿屋市地域包括支援センター管理規則（平成28年鹿屋市規則第３号）の一部を次

のように改正する。 

第２条の表中「51番地１」を「56番地４」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


